
秦野市版！３つの“エコろがけ”で地域課題を同時解決。 総額約 6,100万円

…4,200万円

弐、オフィスのLED化促進 ～オフィスのエコろがけ～

上限２００万円／下限２０万円（工事費の１／２）×７事業所

①中小企業基本法に基づく、市内事業者(所)であること

または、②市内に「本社」を置く事業者(所)であること

参、電動アシスト自転車購入促進 ～移動のエコろがけ～

上限５０，０００円（購入費の１／３）×５０世帯【一般:15枠/子育て:35枠】 ※世帯１台まで

①市内に「本店」を置く事業所での購入！
②クリーンエネルギー電力を使用している世帯！！
③令和５年４月１日時点で未就学児を１名以上養育している（子育て）世帯！！！

壱、省エネ家電買換え促進 ～家庭のエコろがけ～

世帯当たり上限５０，０００円（購入費の１／３）×８００世帯 ※世帯２台まで

①市内に「本店」を置く事業所での購入！
②クリーンエネルギー電力(太陽光発電※を含む)を使用している世帯！！
③高省エネ機器(新基準で3.9以上or旧基準で星4以上)の買換え！！！
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…1,400万円

…280万円

加算は一律

5,000円

※常設３kW以上のもの（証明できる書類の写し等）



弐、オフィスのLED化促進 ～オフィスのエコろがけ～
既存の蛍光灯から、省エネ効果の高いLED照明に切替えた事業者(所)に補助金を交付します。

①申請および請求期間：令和５年12月15日～令和６年３月11日（工事着手前に、必ず事前相談を受けること）
②確認書類等 ：法人の業態を確認できる書類（定款など）や工事図面など

③申請条件と補助金額：法人市民税等を完納し、表面の条件を満たしていれば申請が可能

税抜40万円以上の切替え工事費等×１/２の額（補助の上限は200万円）

参、電動アシスト自転車購入促進 ～移動のエコろがけ～
環境にやさしい移動を始めようとする市民に補助金を交付します。

①申請期間(抽選方式)：令和５年12月15日～令和６年１月12日
②補助金額の請求期間：抽選(当選)後～令和６年３月11日
③申請条件と補助金額：秦野市民（市税を完納）であれば、世帯単位で申請が可能

価格が税抜５万円以上の電動アシスト自転車×１/３の額

壱、省エネ家電買換え促進 ～家庭のエコろがけ～
既存の家電から、省エネ性能の高い家電に買換えた市民に補助金を交付します。

①申請期間(事前審査)：令和５年12月15日～令和６年１月31日
②補助金額の請求期間：事前審査後～令和６年３月11日
③申請条件と補助金額：秦野市民（市税を完納）であれば、世帯単位で申請が可能

価格が税抜５万円以上の対象家電及び設置工事費の合計×１/３の額
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それぞれ
違いがあるので

必ず確認！

問合わせ：〒257-8501 秦野市桜町1-3-2 秦野市環境共生課(西庁舎１F) tel:0463-82-5361【専用受付窓口：12/13に開設予定】
e-mail:k-kyousei@city.hadano.kanagawa.jp【必ず件名に「デコ活補助」と入力してください。】

↑詳細はコチラ
（秦野市HP)へ
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壱と弐は、先着順！

持参または郵送にて
（12/15消印）

ご提出ください。

参は、抽選方式！

郵送(のみ)にてご提出

（12/15～1/12消印有効）

ください。

新基準:3.0以上 or
旧基準:3つ星以上
が基本条件です。


